	所得段階別保険料年額

	所得段階
	対象者
	保険料率
	年額保険料

	非
課
税
者
	第1段階
	生活保護を受けている方
世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者
	基準額×0.50
	19,440円

	
	第2段階
	世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
	基準額×0.50
	19,440円

	
	第3段階
	世帯全員が住民税非課税で、第2段階に該当しない方
	基準額×0.75
	29,160円

	
	第4段階
	本人が住民税非課税の方
	基準額
	38,880円

	
	
	第1段階からの激変緩和措置対象者
	平成20年度
	基準額×0.83
	32,270円

	
	
	第2段階からの激変緩和措置対象者
	平成20年度
	基準額×0.83
	32,270円

	
	
	第3段階からの激変緩和措置対象者
	平成20年度
	基準額×0.91
	35,380円

	課
税
者
	第5段階
	本人が住民税課税で、平成19年中の合計所得金額が200万円未満の方
	基準額×1.25
	48,600円

	
	
	第1段階からの激変緩和措置対象者
	平成20年度
	基準額×1.00
	38,880円

	
	
	第2段階からの激変緩和措置対象者
	平成20年度
	基準額×1.00
	38,880円

	
	
	第3段階からの激変緩和措置対象者
	平成20年度
	基準額×1.08
	41,990円

	
	
	第4段階からの激変緩和措置対象者
	平成20年度
	基準額×1.16
	45,100円

	
	第6段階
	本人が住民税課税で、平成19年中の合計所得金額が200万円以上の方
	基準額×1.50
	58,320円


・老齢福祉年金
　　明治４４年４月１日以前に生まれた方、または大正５年４月１日以前に生まれた方が納めた期間などによって受けている年金です

・合計所得金額

　　「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。

